
　

横断勾配が２％以下の区間は、１．０ｍ以上確保することとし、他の区間
も１０％以下を確保することを基準とする。
上記形状以外の場合は、勾配の数値を記入した構造図を作成し申請書に添
付する事。
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マウントアップ歩道(車両出入口部)の構造図
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①出入口用側溝及び側溝蓋又は地先境界設置の区間
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